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の
が
公
的
年
金
制
度
改
革
法
案
の
行
方
だ
。
昨
年
夏
の
財
政

検
証
時
点
で
、
年
金
制
度
改
革
で
あ
る
が
故
に
与
党
内
か
ら

警
戒
さ
れ
、
国
民
年
金
の
納
付
期
間
延
長
の
導
入
は
見
送
ら

れ
た
。
更
に
、
厚
生
年
金
の
適
用
拡
大
に
伴
う
企
業
規
模
要

件
の
見
直
し
時
期
は
後
退
し
、
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
調

整
期
間
一
致
策
は
導
入
の
可
否
を
５
年
後
の
財
政
検
証
に
先

送
り
さ
せ
ら
れ
た
。
妥
協
に
妥
協
を
重
ね
た
も
の
の
、
一
応

の
期
限
で
あ
る
３
月
14
日
迄
に
法
案
提
出
す
ら
出
来
な
か
っ

た
。
首
相
が
質
疑
す
る
重
要
広
範
議
案
で
あ
る
に
も
拘
わ
↘

ら
ず
だ
。

　
間
隆
一
郎
年
金
局
長
は
前
任
の
橋
本
泰
宏
氏 

（
現
・
内
閣

官
房
審
議
官
）か
ら
改
革
の
大
枠
を
引
き
継
い
だ
面
も
有
る

為
、
鹿
沼
氏
に
比
べ
て
不
運
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
と
は
言
え
、

説
明
能
力
の
高
さ
を
買
わ
れ
て
年
金
局
長
に
就
任
し
た
も
の

の
、
法
案
提
出
に
向
け
て
与
党
幹
部
を
説
得
出
来
な
か
っ
た

の
は
手
痛
い
状
況
と
言
え
る
。

　
通
常
国
会
の
閉
会
直
後
に
は
夏
の
幹
部
人
事
が
断
行
さ
れ

る
だ
ろ
う
。
７
月
に
参
院
選
が
控
え
て
い
る
為
、
国
会
の
↖

　
高
額
療
養
費
制
度
の
見
直
し
が
凍
結
と
な
り
、
公
的
年
金

制
度
改
革
法
案
が
期
限
迄
に
国
会
に
提
出
出
来
な
い
等
、
厚

生
労
働
省
で「
失
策
」が
続
い
て
い
る
。
施
策
を
所
管
す
る

２
人
の
局
長
は
次
期
事
務
次
官
を
狙
う
逸
材
の
為
、「
伊
原

和
人
事
務
次
官
の
後
任
等
、
夏
の
幹
部
人
事
に
影
響
す
る
の

で
は
」（
厚
労
省
職
員
）と
の
見
方
が
浮
上
し
て
い
る
。
幹
部

人
事
の
行
方
を
占
う
。

　
先
ず
明
確
な
失
策
と
言
え
る
の
は
、
迷
走
劇
を
繰
り
広
げ

た
高
額
療
養
費
制
度
の
見
直
し
だ
ろ
う
。
昨
年
末
の
予
算
編

成
の
段
階
で
は
70
歳
未
満
の
人
の
自
己
負
担
限
度
額
を
引
き

上
げ
る
方
針
を
纏
め
て
い
た
が
、
年
明
け
の
国
会
で
患
者
団

体
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
し
て
い
な
い
点
を
問
題
視
さ
れ
、
修
正
に

修
正
を
重
ね
た
挙
句
、
最
終
的
に
方
針
そ
の
も
の
が
凍
結
の

憂
き
目
に
遭
っ
た
。

　
こ
の
渦
中
に
い
た
の
が
、
鹿
沼
均
保
険
局
長
だ
。
１
９
９

０
年
に
旧
厚
生
省
に
入
省
し
、
菅
義
偉
元
首
相
の
秘
書
官
や

政
策
統
括
官
等
を
務
め
、
省
内
で
は
日
の
当
た
る
場
所
を
歩

ん
で
来
た
。
少
子
化
対
策
の
財
源
確
保
に
向
け
て
着
手
し
た

高
額
療
養
費
制
度
の
見
直
し
は
、
与
党
内
か
ら
さ
し
た
る
注

文
も
付
か
ず
、年
末
迄
は
ス
ム
ー
ズ
に
運
ん
で
い
た
。し
か

し
、そ
の
後
の
展
開
は
読
み
切
れ
ず
、最
後
は
夏
の
参
院
選

を
前
に
惨
敗
を
避
け
た

い
与
党
幹
部
ら
が「
凍

結
」
を
主
張
し
、
抗
し

切
れ
な
か
っ
た
。

　
一
方
で
、
高
額
療
養

費
制
度
程
で
は
な
い
も

の
の
、
難
航
し
て
い
る

厚
労
省
の
失
策
が
影
響
す
る
次
期
事
務
次
官
レ
ー
ス
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会
期
延
長
は
考
え
ら
れ
ず
、
幹
部
人
事
の
発
令
も
早
め
だ
ろ

う
。
鹿
沼
、
間
両
氏
は
入
省
同
期
で
次
期
事
務
次
官
の
有
力

候
補
だ
。
し
か
し
、
高
額
療
養
費
制
度
は
秋
に
も
再
検
討
結

果
を
公
表
す
る
予
定
で
、
公
的
年
金
制
度
改
革
法
案
も
国
会

へ
提
出
出
来
た
と
し
て
も
、
成
立
は
秋
の
臨
時
国
会
に
ず
れ

込
む
可
能
性
が
有
る
。
大
手
紙
記
者
は「
こ
の
様
な
状
況
に

な
れ
ば
、
両
局
長
と
も
変
え
辛
い
。
仮
に
交
代
し
た
と
し
て

も
、
事
務
次
官
へ
の
昇
格
人
事
は
無
い
だ
ろ
う
」と
読
む
。

　
と
な
る
と
、
次
期
事
務
次
官
は
誰
が
担
う
の
か
。

　
保
険
局
と
年
金
局
を
指
揮
す
る
立
場
で
失
策
の
最
終
責
任

者
で
あ
る
も
の
の
、
伊
原
和
人
事
務
次
官
の
留
任
説
が
浮
上

し
て
い
る
と
い
う
。
伊
原
氏
の
入
省
年
次
は
87
年
で
他
省
庁

と
比
較
し
て
若
い
訳
で
は
な
い
が
、「
90
年
の
２
人
に
回
す

に
は
早
過
ぎ
る
」（
他
省
庁
幹
部
）と
い
う
声
は
以
前
か
ら
出

て
お
り
、
今
回
の「
失
策
」で
改
め
て
浮
き
彫
り
に
な
っ
た

面
も
有
る
。
90
年
入
省
組
で「
無
傷
」の
村
山
誠
官
房
長
は

旧
労
働
省
出
身
で
、「
何
れ
は
久
方
振
り
の
旧
労
働
省
出
身

の
事
務
次
官
が
就
任
す
る
事
に
は
な
る
が
、
旧
厚
生
分
野
を

中
心
に
も
う
少
し
経
験
が
必
要
だ
」（
厚
労
省
幹
部
）と
の
声

も
根
強
い
。


